
第１１回北竜町農業委員会総会議事録

平成２４年１１月２２日
北竜町農業委員会
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１ 開催日時 平成２４年１１月２２日（木）

午後１時３０分～午前２時３０分

２ 開催場所 すこやかセンター 会議室

３ 出席委員 （８人）

番号 氏 名 番号 氏 名

１番 橋 本 勝 久 ６番 水 谷 茂 樹

２番 大 場 信 一 ７番 川 村 功

３番 北 清 裕 邦 ８番

４番 ９番 川 本 和 幸

５番 近 江 博 信 １０番 佐 藤 健 一

４ 欠席委員 （ ２人）

番 号 氏 名 番 号 氏 名

８番 出 口 宜 伸

４番 吉 川 清 隆

５ 議事日程

第１ 議事録署名人の選出

第２ 会議書記の指名

第３ 農 政 報 告

第４ 農業委員会動静報告

第５ 報告第１号新旧農業者年金経営移譲年金裁定請求書の進達について

第６ 報告第２号経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集積計

画の変更について

第７ 報告第３号現況証明書の交付について

第８ 報告第４号農地法施行規則第10条第１項第１号及び同項２項のよる３条の

許可指令の交付について

第９ 議案１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用

集積計画の決定について

第10 協議案１号北竜町農業振興整備計画の用途区分の変更にかかる意見につい

て

第11 その他 １２回農業委員会総会について・その他会議について
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６ 出席した農業委員会事務局職員等

局 長 南 秀 幸

係 長 長 谷 牧 子

主事補 橋 本 僚 太

事務局長 只今より平成２４年度第１１回農業委員会総会を開催いたします。開

催にあたりまして佐藤会長よりご挨拶願います。

会 長 挨 拶

事務局長 本日の出席委員は１０名中８名が出席で会議規則第６条により総会

は成立しております。

なお、出口委員は、■■■■氏の葬儀のため欠席となってます。

会議規則第４条により、議長は会長が進めることになっております

ので、以降の議事の進行については佐藤会長にお願いたします。

議 長 これより議事に入ります。

日程第１議事録署名委員の選出ですが、議長から指名させていただ

くことに、ご異議ありませんか。

委員一同 異議なし

議 長 それでは５番・近江委員と６番・水谷委員の両名を指名します。

日程第２ 会議書記の指名ですが、事務局職員の南局長、長谷係長、

橋本主事補を指名します。

日程第３ 農政報告があれば産業課よりお願いします。

産業課長 特になし

議 長 日程第４ 農業委員会動静報告については、議案の末尾に添付して

ありますのでお目通し下さい。
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議 長 本日の予定案件は、報告４件 議案１件 協議案１件、その他です。

直ちに会議案件の審議に入ります。

日程第５号 報告第１号 旧農業者年金経営移譲年金裁定請求書の

進達について上程いたします。

事務局より報告事項の説明をお願いします。

長谷係長 報告第１号旧農業者年金経営移譲年金裁定請求書の進達について、

旧農業者年金基金法施行規則第２４条の規定に基づき、下記の者に係

る経営移譲年金裁定請求書を進達したので報告する。

番 号 ３８２

氏 名 ■■■■

住 所 字美葉牛○○－○○

生年月日 昭和２３年 １月１１日

進 達 日 平成２４年１１月１９日

年金加入期間 ４５２ヶ月、うちカラ期間１３２ヶ月

基準日経営面積 ８２，１５９㎡ 自留地 １，６２９㎡

経営終了日 平成２４年１０月２６日

移譲方法 賃貸借

受贈者

移譲相手方氏名 ■■■■ 年齢４９歳

経営面積 １４６，５５８㎡

移譲相手方氏名 ■■■■ 年齢４７歳

経営面積 ７０，０１１㎡

移譲相手方氏名 ■■■■ 年齢５５歳

経営面積 ２０５，３７５㎡

備 考 第三者移譲

議 長 報告１号について質問意見等ありませんか？

委員一同 意見なし

議 長 特に質問意見等がないので次に進みます。

日程第６号 報告第２号 農地法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の変更について上程いたします。

事務局より報告事項の説明をお願いします。
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南局長 報告第２号 農地の賃貸借の合意解約について

農地法第１８条第１項の規定による決定した農用地利用集積計画に

ついて町より別紙のとおり変更承認した旨の報告があったので報告す

る。

平成２０年２月２５日公告の農用地利用集積計画

借り手 ■■■■

貸し手 ■■■■

竜西○○－○○と竜西○○－○○において道々増毛稲田線の石油沢

川の柳橋付近の道路改修に伴い農地が減少したため賃貸料を減額する。

金額は、963,000円から947,700円とする。

議 長 報告２号について質問意見等ありませんか？

委員一同 意見なし

議 長 特に質問意見等がないので次に進みます。

日程第７号 報告第３号 現況証明の交付について

事務局より報告事項の説明をお願いします。

南 局長 報告第３号 現況証明書の交付について

■■■■氏より宅地周りの土地と竜西の土地６筆について現況証

明願いの申請があったので現況証明を交付した。

平成２４年１１月１日に■■■■、■■■■と■■■■氏との農

地の斡旋会議において、平成２４年度事業の農業公社事業に乗せ

てほしいとのことがあったため、農業公社と打ちあわせをし年度

内に買入枠があるため、事務局の南と推進員の岩本で１１月５日

に現地確認を行い証明書を発行しております。

議 長 報告３号について質問意見等ありませんか？

委員一同 意見なし

議 長 特に質問意見等がないので次に進みます。

日程８号 報告第４号農地法施行規則第１０条第１項第１号及び２

項の規定による３条の許可指令の交付について事務局より報告事項

の説明をお願いします。

南 局長 報告４号 農地法施行規則第１０条第１項第１号及び２項の規定に

よる３条の許可指令の交付について
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前回１０月の農業委員会総会で競売に係る買い入れ適格者証明願い

について承認され適格者証明を発行し、■■■■氏が落札したので３

条許可指令を平成２４年１１月２１日交付したので報告する。

なお面積は７町４反２畝で落札し価格は2,888,000円となってます。

詳細については、３条許可申請書を添付してますのでお目とおし願い

ます。

議 長 報告４号について質問意見等ありませんか？

委員一同 意見なし

議 長 特に質問意見等がないので次に進みます。

日程９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画の決定について上程いたします。

事務局より説明願います。

南 局長 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積

計画の決定について

農業経営基盤強化法第１８条第１項の規定により、北竜町より決定

を求められた農用地利用集積計画について議決を求める。

整理番号 １番から5番までは前回10月農業委員会で■■■■

へ買入協議を行った案件です。

整理番号 １番

売 主 北竜町字板谷○○番地の○○

■■■■さん

田８筆 面積 54,413㎡

畑１筆 面積 1,705㎡

合計9筆 56,118㎡です。

売買金額 17,578,000円

対価の支払い 平成24年12月27日の予定です。



- 6 -

整理番号 ２番

売 主 北竜町字和○○番地の○○

■■■■さん

合 計 田３筆

面積 7,861㎡

売買金額 2,133,000円

対価の支払い 平成24年12月27日の予定です。

整理番号 ３番

売 主 北竜町字三谷○○番地の○○

■■■■さん

田２８筆 面積 76,184.44㎡

畑 ２筆 面積 2,405.00㎡

合 計 78,589.44㎡

売買金額 23,136,000円

対価の支払い 平成24年12月27日の予定です。

整理番号 ４番

売 主 北竜町字三谷○○番地の○○

■■■■さん

合計 田 ４筆

面積 16,016㎡

売買金額 4,896,000円

対価の支払い 平成24年12月27日の予定です。

整理番号 ５番

売 主 北竜町字碧水○○番地の○○

■■■■子さん

田 １２筆

面積 58,621㎡

売買金額 14,950,000円

対価の支払い 平成24年12月27日の予定です。

以上が公益財団法人北海道農業公社への売買案件です。
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次に賃貸借の案件について説明します。

番号６～９号案件は土地所有者より北竜町円滑化団体に委任を受けて

権利の斡旋を行ったものであります。

整理番号 ６番

土地所有者 北竜町字美葉牛○○番地の○○

■■■■ 年齢 ６６歳

納税猶予を受けた土地でありますが税法の改正により賃貸でも猶予

が受けられるため今回賃貸借を設定し農業をリタイヤする。

借 主 北竜町字美葉牛○○番地の○○

■■■■さん

賃貸料 水張りで反当 9,000円で760㌃

反当 7,000円で292㌃

反当 2,000円で317㌃

地籍は田で１５筆 １１１，５２２㎡

水張り面積 １，３６９㌃で

賃貸期間は１１年間

賃貸料は９５１，８００円

対価の支払いは毎年１１月３０日まで指定口座に支

払う。

整理番号 ７番

土地所有者 北竜町字西川○○番地の○○

■■■■ 年齢 ６４歳

納税猶予を受けた土地でありますが、税法の改正により賃貸でも猶

予が受けられるため今回賃貸借を設定し農業をリタイヤする。

借 主 北竜町字西川○○番地の○○

■■■■さん

賃借料 水張りで反当 8,500円で757㌃

地積で田１６筆 ８８，２０９㎡

賃貸期間は１１年間

賃貸料は６４３，４５０円

対価の支払いは毎年１１月３０日まで指定口座に支

払う。



- 8 -

整理番号 ８番・９番

土地所有者 北竜町字板谷○○番地の○○

■■■■ 年齢 ６５歳

今回賃貸借を設定し農業経営を規模縮小（水張り５６９㌃から６０

㌃）する。

借 主 北竜町字板谷○○番地の○○

■■■■さん

賃借料 水張りで反当 7,500円で381㌃

地積で田３筆 ３９，９３０㎡

賃貸期間は１１年間

賃貸料は２８５，７５０円

対価の支払いは毎年１１月３０日まで指定口座に支

払う。

借 主 北竜町字和○○番地の○○

■■■■さん

賃借料 水張りで反当 7,500円で128㌃

地積で田１筆 １４，８３４㎡

賃貸期間は１１年間

賃貸料は９６，０００円

対価の支払いは毎年１１月３０日まで指定口座に支

払う。

本計画内容は別添付農業経営基盤強化促進法第18条3項の要件を満た

しております。以上で説明を終わります。

議 長 整理番号１番から６番までご質問・意見等ありませんか。

委員一同 意見質問なし

議 長 整理番号７番・８番の案件につきましては、■■委員及び■■委員

ご本人の案件がとなってます。従いまして農業委員会法第２４条の規

定に基づく議事参与の制限により当該事案整理番号７番・８番の審議

については審議終了まで退席をお願いします。

■■委員・・・・退 席

整理番号７番の案件について質問ご意見はありませんか。

委員一同 意見質問なし
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■■委員・・・・入室着席

■■委員・・・・退 席

議 長 整理番号８番の案件について質問ご意見はありませんか。

委 員 なぜ■■氏は６０アール残すのですか。

大場委員 自留地３０アールと鉄道敷地３０アールがあります。

自分で土地を所有したいとのことである。

委 員 意見なし

■■委員・・・・入室着席

議 長 整理番号８番の案件について質問ご意見はありませんか。

委員一同 意見質問なし

議 長 それでは、議案１号農業経営基盤強化法第１８条第１項の規定によ

り、北竜町より決定を求められた農用地利用集積計画を決定してして

宜しいいですか。

委 員 異議なし

議 長 異議がありませんので議案１号の農用地利用集積計画を決定いたし

ます。

日程１０号 協議第１号 北竜町農業振興地域整備計画の変更に

係る意見書について事務局より説明願います。

南 局長 協議案１号 北竜町農業振興地域整備計画の変更に係る意見書につ

いて

北竜町長より協議依頼があったので意見を求める。

申請者は、碧水○○番地の○○ ■■■■ （■■■■）

当該地は、○○番地の○○ 面積344㎡で経営規模拡大に伴い格納庫

を建てるため。農用地から農業施設用地への用途区分の変更を行う。

営農上転用は止むを得ないと判断します。ただ土地改良事業から8年

の経過（補助金投入から８年経過）が微妙で現在空知総合振興局農務

議 長 課指導企画班に確認中、問題がなければ用途区分の変更に問題はない
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と判断する。

なお、通常は、農業振興地域の整備に関する法律（以下「農振法」

という）に規定される農業振興整備計画の変更を行い、次に農地法4条

や5条で転用許可申請を行います。

この農業振法は、補助に深い関連があり土地改良事業や農地保有合

理化事業の採択、中山間地域直接支払い、農地水環境保全等、転作等

の補助金も農業振興地域に指定されてなければ補助対象にならないも

のです。

添付資料説明

議 長 質問意見等はございませんか。

農業委員 意見等なし

議 長 協議案１号 北竜町農業振興地域整備計画の変更に係る意見書につ

いては、用途区分の変更をしても特に問題がないと判断して宜しいで

すか。

農業委員 異議なし

議 長 用途区分変更に対してを問題なしと意見書を提出します。

日程１１ その他事項について事務局より説明を願います。

・次回第１２回農業委員会総会を１２月１４日（金曜日）

午後４時００分よすこやかセンターで開催予定です。

その後忘年会を開催します。

次にその他会議等の日程ですが

・第４回定例議会 （会長出席）

１２月６日（木）午後９時００分より

・営農組合長反省会

１２月７日（金）～８日（土）午後６時００分まで

旭川市 （会長出席）

・平成２４年度農業者年金協議会代議員等研修会

１２月１１日（火）午後１時３０分

旭川大雪クリスタルホール （営農組合長・農業委員）

・出初式

１月８日（火）午後１時～

消防庁舎 （会長出席）

・成人式
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１月１３日（日）午後２時～

公民館 （会長出席）

・地区別第２回農業委員会長・事務局長会議

１月１７日（木）午後１時３０分～

月形町花工房 （会長出席）

長谷係長 賃貸情報について別紙内容で双方に通知しております。

南 局長 次年度に係る人農地プランの情報提供と Q&Aの内容説明
法人の賃貸と構成員について

議 長 質問等ございませんか。

農業委員 質問なし

議 長 以上を持ちまして第１１回農業委員会総会を終わります。

議 長

議事録署名委員 ２番

３番


